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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

新日本国内航空株式会社所属ヒューズ式３６９ＨＭ型ＪＡ９０３２は、昭和５５年３月１０ 

日１５時３０分ごろ、機長外２名がとう乗し、横浜市金沢区富岡町地先埋立地においてオート 

ロテーションの訓練中、着陸接地の際メインロータブレードがテールブームに接触し、機体は 

大破した。

本事故による火災は発生せず、人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５５年３月１１日　現場調査

昭和５５年３月１３日　機体調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５５年６月４日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９０３２は、昭和５５年３月１０日、操縦教育証明取得のための操縦訓練を行うため、 

訓練生が左席、機長が右席及び同乗者が後席にそれぞれ乗り組み、１４時２６分江東ヘリポー

トを離陸し、　横浜市金沢区富岡町地先の埋立地に向った。同埋立地に到着後、１４時５０分ご

ろから空中操作等の訓練を実施し、その後、オートロテーションの訓練に移行した。

機長は、同埋立地において右旋回場周経路を選定し、パワーリカバリによる直線進入オート 

ロテーションを実施した後、訓練生が操縦して１回実施した。

次いで訓練生によるフルランデング１８０度旋回オートロテーションを１回行った。引き続 

き２回目に移り、ダウンウインドレグを高度８００フィート、対気速度１１０ノットで飛行し、 

着地点真横付近でエンジン回転をアイドルとし、コレクティブピッチコントロールレバー（以 

下「ピッチレバー」という。）を最低位置まで下げ、対気速度約６０ノットで１８０度右旋回 

降下進入に入った。訓練生は、高度約５０フィート付近からフレアを開始し、ほとんど対地速 

度が０となるように着地点上空に進入したが、急に機体の沈みが大きくなったため、ピッチレ 

バーを引き上げるとともにサイクリックピッチコントロールスティック（以下「スティック」 

という。）の戻し操作を行ったが、同機はスキッド後部から機首上げ姿勢のまま接地し、着陸 

停止した。

接地とほぼ同時に「ドン」という音がしたので、機長は、エンジンを停止した後機体を確認 

したところ、メインロータの接触によりテールブームが切断されていた。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　３　―



２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２４年２月２７日生

事業用操縦士技能証明書　第３８１２号

昭和４６年７月２８日取得

限定事項　回転翼航空機ヒューズ２６９、３６９型、ＭＢＢ式ＢＯ１０５型

操縦教育証明　第２０３号

第１種航空身体検査証明書　第１１３７１６１８号

有効期間　昭和５４年８月５日から昭和５５年８月４日まで

総飛行時間　３，４００時間００分

同型式機飛行時間　４７６時間４２分

最近３０日間の飛行時間　１５時間１０分

訓練生　昭和２３年７月１３日生

事業用操縦士技能証明書　第４１１５号

昭和４７年１月２９日取得

限定事項　回転翼航空機ベル４７型、ヒューズ３６９型

第１種航空身体検査証明書　第１１６８８０１８号

有効期間　昭和５５年２月５日から昭和５６年２月４日まで

総飛行時間　２，９２７時間００分

同型式機飛行時間　１，９００時間００分

最近３０日間の飛行時間　８時間１５分

２．６　航空機に関する情報

型式　ヒューズ式３６９ＨＭ型

製造年月日　昭和４４年２月７日

製造番号　第１９００１９Ｍ号



耐空証明書番号　第東５４‐３７４号

有効期間　昭和５４年１０月２６日から昭和５５年１０月２５日まで

総飛行時間　１，９９７時間１１分

前回点検（３００時間）後の飛行時間　６０時間３４分

同機の事故発生時の推定重量は１，８８７．７７ポンド、推定重心位置は１００．８７インチと推 

算され、いずれも許容範囲（重量２，４００ポンド、重心位置９７．０～１０４．０インチ）内にあ 

ったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

事故当時の現地における気象は、機長の口述によれば、天気睛、風向０３０度、風速１５～

２０ノット、視程１０キロメートル以上であった。

東京国際空港における１５時３０分のＡＴＩＳ通報（飛行場情報放送業務通報）による気象 

情報は次のとおりであった。

風向３６０度、風速２１ノット、視程３０キロメートル、雲量１／８雲高５，０００フィート、 

気温１５度Ｃ、露点温度０度Ｃ、高度計規正値２９．５５インチ。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

メインロータブレード（４枚）　破損（打痕、しわ、凹み、かき傷、すり傷等）

テールブームアセンブリ　破断

テールロータドライブシャフト　破断

ラダーコントロールロッド　破断

ホリゾンタルスタビライザ　破損

バーティカルスタビライザ（アッパー及びロワー）　後縁部曲がり

ストラトアセンブリ（アッパーバーティカルスタビライザとホリゾンタルスタビライザとの

間）　打痕

テールロータブレード（１枚）　屈曲

エンジンインレットフェアリング　凹み、しわ

アンティコリジョンライト　破損



３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ９０３２は、調査の結果、エンジン及びテンショントーションストラップ、ド

ループストップ等メインロータ装置に不具合はなく、また、コントロ ール系統に異常は

なかったものと推定される。

３．１．２　事故当時の気象は、事故発生に直接関連はなかったものと推定される。

３．１．３　機長の口述及び機体の着地状態から、同機は、接地の際メインロータブレード回転 

面が後傾し、対地速度がほとんどない状態でスキッド後部から接地したものと推定され 

る。

３．１．４　訓練生は、接地直前のフレア操作終了後ピッチレバーの上げ操作を行ったにもかか 

わらず、機体の沈下がやや大きかったと口述しているが、これは、訓練生が機首上げ姿 

勢を保持していたこと及びピッチレバー操作のタイミングに遅れがあったことによるも 

のと推定され、同機は落下気味に接地したものと推定される。

また、ピッチレバーの上げ操作により、同機のメインロータブレード回転数は、接地 

時に急激に低下していたものと推定される。

３．１．５　同機は、機首上げ姿勢で落下気味にスキッドの後部から接地したため、後傾してい 

たメインロータブレードが下方にたわみ、その先端が、同時に発生した機首下げモーメ 

ントにより上げられたテールブームに接触したものと推定される。

これは、接地に際し、訓練生によるスティックの戻し操作が遅れたこと及びメインロ 

ータブレードの回転数が急激に低下していたことが関与したものと推定される。

３．１．６　切断された尾部は、メインロータブレードとテールブームとの接触により破断し上

方に折れ曲り、ホリゾンタルスタビライザがメインロータブレードで損傷を受けた後、 

地面に落下したものと推定される。

４　結論

(1)　機長及び訓練生は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ９０３２は、有効な耐空証明を有し、事故発生時までは異常はなかったものと推定さ

れる。



(3)　事故当時の気象状況は、事故に直接関連はなかったものと推定される。

(4)　同機は、接地の際、機首上げ姿勢で落下気味にスキッド後部から接地したものと推定され 

る。

(5)　接地直前におけるフレア操作終了後の訓練生によるピッチレバー操作及び接地に際しての 

スティックの戻し操作にタイミングの遅れがあったものと推定される。

(6)　接地時におけるメインロータブレードの回転数は急激に低下していたものと推定される。

(7)　同機は、機首上げ姿勢で落下気味にスキッド後部から接地したため、メインロータブレー 

ドが下方にたわみ、機首下げにより上げられたテールブームに接触したものと推定される。

(8)　尾部は、メインロータブレードとテールブームとの接触により破断し、地面に落下したも 

のと推定される。

原因

本事故は、フルランデングオートロテーションにおいて、同機がスキッド後部から落下気味 

に接地したため、メインロータブレードに下方へのたわみが発生し、テールブームに接触した 

ことによるものと推定される。


